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労働安全衛生法の一部改正

ストレスチェック義務化（平成２７年１２月～）

はじめに

職場における労働者のメンタルヘルス
対策は喫緊の課題



メンタルヘルス対策 ３ヵ年計画

H２６年度
（１年目）

H２７年度
（２年目）

H２８年度
（３年目）

取組
実態把握・
調査内容検討

調査実施・集計 媒体作成・配布

協議会

各所属の取組
状況報告

調査内容の
最終確認

調査結果報告

調査の承認
結果（暫定）報告
媒体作成の承認

媒体の承認
媒体配布

部会
実態把握 調査内容の調整

媒体内容検討
調査内容検討 調査集計



 県民健康・栄養調査

 メンタルヘルスの取組状況調査

●各種統計調査

状況把握・課題分析

●健康みやざき行動計画21最終評価

対象と方法（平成２６年度）

（Ｈ25年度宮崎労働局）

（Ｈ23年度）



対象と方法（平成２７年度）

アンケート調査

期 間：平成２７年１１月～平成２８年１月末

対 象：協議会委員の所属する団体等 １,５７２施設

項 目：メンタルヘルス対策の状況について

①業種
②従業員数

③取組状況
④対策が困難な理由

⑤当協議会における対策について望むこと



対象と方法（平成２８年度）

１．各種調査との比較

２．グループディスカッション
対 象：部会員 １２名 事務局３名

テーマ：調査結果に基づいた啓発媒体の検討

調査名 規模 実施期間

管内 指定なし 平成２７年１１月～平成２８年１月

全国 １０人以上 平成２７年１０月３１日現在

愛知 １０人以上 平成２２年９月～１０月

長野 ５０人未満 平成１９年３月

産医大 １～１００人程度 平成１９年１０月～１２月

各種調査の概要



結 果



当地域内の職域で実施している

メンタルヘルス対策体制は十分か

対策状況調査の実施

宮崎東諸県地域
の状況把握

小規模事業場の
対策強化



【アンケート調査結果】

回答 ８３１施設 回収率 ５２．９％



医療

福祉

教育・学習支援業

宿泊業・飲食サービス業

金融業・保険業
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建設業

製造業
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情報通信業
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生活関連サービス業、娯楽業

サービス業
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その他

回答事業場の内訳（業種別）

（ｎ＝８３１）



回答事業場の内訳（規模別）
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対策の有無（規模別）
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必要性を感じていない規模別
事業場割合（複数回答）
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対策について望むこと（複数回答）
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【グループディスカッション】

● 小規模事業場へのアプローチが課題である。

● 事業場管理者に向けた情報提供が必要だ。

● 事業場の相談窓口である産業保健総合支援

センターを紹介するのはどうか。



考 察
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メンタルヘルス対策の有無
（同規模での比較）
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厚生労働省（Ｈ２３）

自殺・うつ病等

対策の強化

労働安全衛生法の
一部改正（Ｈ２７）

ストレスチェック
義務化

メンタルヘルス対策に取り組む
事業場の増加



●衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内
メンタルヘルス推進担当者として選任する

●地域産業保健センター等の事業場外資源の
提供する支援等を積極的に活用し、取り組む

小規模事業場
（常時使用する労働者が５０人未満）

必要な事業場内産業保健スタッフが確保でき
ない場合が多い

労働者の心の健康の保持増進のための指針（2015.11.30改正）



啓発媒体の作成

 メンタルヘルス対策

 事業場の相談窓口
（産業保健総合支援センター）

【対象】

事業場の管理者

【内容】

状況調査結果



地域と職域が一体となって
取り組める体制を整備

効果的な保健サービスの提供


